
ＬＰライフ(共済) 必要書類等 
 

１．販売促進支援金 LP ガス機器等の販売促進に貢献した加入者への支援金 
(1)「エネファーム」 

…エネファームを当該事業所に導入または消費者等に販売した場合。 
≪必要書類≫ 

①販売促進支援金請求書（様式 10-1） 

②消費者等に販売した場合：販売先との売買契約書・請求書・領収書等の写し 

自店に設置した場合：メーカーとの売買契約書・請求書・領収書等の写し 

         ③設置したエネファームの写真 

         ④振込先記入用紙 

 

(2)「ＬＰガス自動車」 

…ＬＰガス自動車を当該事業所に導入または消費者等に販売又は斡旋した場合。 
≪必要書類≫ 

①販売促進支援金請求書（様式 10-1） 

 消費者等に販売(斡旋)した場合：販売促進支援金請求書（様式 10-1 及び様式 10-2） 

②購入または販売したＬＰガス自動車の売買契約書・請求書・領収書等の写し 

③車検証の写し 

④振込先記入用紙 

 

(3)「災害バルク設置」 

…災害バルクを災害時に避難所となる公共施設等に販売した場合。 
≪必要書類≫ 

①販売促進支援金請求書（様式 10-1） 

②設置先との売買契約書・請求書・領収書等の写し 

③設置したバルクの写真 

④振込先記入用紙 

 
(4)「オールガス化住宅」 

…消費者の住宅(新築時及び改装時)に次の消費機器等のうち、３設備以上を販売した 

場合。 

【給湯設備(台所と風呂と洗面所)、ガスコンロ(Ｓｉセンサー付)、空調設備(ガス 

ファンヒーター、浴室暖房乾燥機等)、床暖房】 
≪必要書類≫ 

①販売促進支援金請求書（様式 10-1） 

②消費者又は住宅メーカー等との売買契約書・請求書・領収書等の写し 

③設置した消費機器等の写真 

④振込先記入用紙 

 

２．加入者支援金 加入者及び従業員が LP ガス事故等により人的物的損害を被ったとき 

 

(1)「LP ガス事故または LP ガス業務中の人的損害」 

(2)「LP ガス事故による物的損害」 

(3)「単純火災及び一般火災による人的・物的損害」 

(4)「LP ガス事故または単純火災及び一般火災による損害」 

   (消費者先設置の LP ガス容器(貯槽)、メーター、調整器の火災損害) 
 

≪必要書類≫ 

①(1)～(3)の場合：加入者支援金請求書（様式 2） 

(4)の場合   ：LP ガス容器、メーター、調整器に対する支援金請求書(様式 4) 

②事故報告書(LP ライフ用) 

③外傷又は内症の場合：医師の診断書及び通院証明書 

 (入院、通院日数を明確に記入してもらうこと)※診断書等発行手数料は申請者の自己負担 

LP ガス事故または火災の場合：事故証明書(罹災証明、新聞記事等)、現場写真 

               ※物的損害は修繕費用の領収書･見積書等 

④振込先記入用紙 

 

３．消費者支援金 消費者が LP ガス事故又は単純火災により人的物的損害を被ったとき 

 

≪必要書類≫ 

①消費者支援金請求書（様式 2） 

②事故報告書(LP ライフ用) 

③外傷又は内症の場合：医師の診断書及び通院証明書 

 (入院、通院日数を明確に記入してもらうこと)※診断書等発行手数料は申請者の自己負担 

LP ガス事故または火災の場合：事故証明書(罹災証明、新聞記事等)、現場写真 

               ※物的損害は修繕費用の領収書･見積書等 

④振込先記入用紙 

 

４．死亡弔慰金 加入者、従業員、消費者が下記の事故等で死亡したとき 

 

(1)加入者本人(事業所の代表者)…不慮の事故、病気、交通事故、単純火災、一般火災等 

(2)加入者、従業員…ＬＰガス事故またはＬＰガス業務中の事故 

(3)消費者…消費者による過失で発生したＬＰガス事故、単純火災により火元の消費者が 

      死亡したとき 
 

≪必要書類≫ 

①死亡弔慰金請求書(様式３) 

②医師の死亡診断書又は弔慰金贈呈対象者が死亡したと分かる書類等  

※死亡診断書等発行手数料は申請者の自己負担 

③振込先記入用紙 

 

■■各必要書類を揃え、協会事務局までご郵送ください。■■ 

注)・請求書の事業所名･住所･氏名は、ＬＰライフ加入申込書の「事業所の名称･住所 

･代表者」を記入してください。 

   ・2.加入者支援金 (4)容器、メーター等の損害請求以外は、協会に提出する請求書を 

各支部長宛に FAX 又は郵送(コピー)し、請求内容をお知らせしてください。 

・2.加入者支援金 (4)容器、メーター等の損害請求は、協会に提出する請求書の確認者 

欄に各支部長の記名･捺印をいただいてから協会事務局までご郵送ください。 

 
  (書類送付先・問合せ先) 

 

 

〒260-0024  

千葉市中央区中央港 1-13-1 

(一社)千葉県ＬＰガス協会 

TEL:043-246-1725 FAX:043-243-6781 


